
看護学科

5 5 0 0 5 ― 1 8 1 0 0 1 ― 5

　■　業務独占資格・名称独占資格 （ ）

　□　職業実践専門課程 （ ）

　□　専門職学位 （ ）

教育訓練を通じて取得を目指す上記以外の資格等

厚生労働省

２．　教 育 訓 練 の 内 容

教育課程参照

特になし

〔 特 記 事 項 〕

専門実践教育訓練給付金
対象講座の指定期間

修了者数　　（ ３６人）

④当該技能・知識の習得が必須又は有利となる職
種・職務及び習得された技能・知識が活用されておい
る業界と活用状況

過 去 一
年 の 講
座 実 績

②①に係る資格・試験等の実施機関名称

③当該資格等を取得するための要件または受験資
格等

入講者数（ ４０人）

①取得目標とする資格の名称、目標レベル

　※准看護師（任意）

看護師

講 座 の 名 称

実 施 方 法

指 定 講 座 番 号

平成１０ 年 ４月 １５日

訓 練 期 間

①受講するに当たって必要な実務経験等

②受講者が受講に最低限有しておくべき資格・
技能・知識等の内容及びその水準

③その他

高等学校または中等教育学校卒業程度。学校教育法施行規則第１
５０条（第５号を除く）の規定により高等学校卒業者と同等の学力が
あると認められる者。

専　門　実　践　教　育　訓　練　明  示  書 （ 秋田しらかみ看護学院 ）

３．　受 講 者 と な る た め の 要 件 （この講座を受講するために必要とされている条件など）

講 座 の 創 設 年 月 日

令和 ６年 ３月 ３１日まで

３０００時間３６ヶ月 総 訓 練 時 間

教  科　　（カ リ キ ュ ラ ム） 時 間 使 用 教 材 名

１．　教 育 訓 練 目 標

　　①　通学　（　昼間　・　夜間　・　土日　）　　②　　通信　　スクーリング（回数　　　回）

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものと
して、文部科学大臣が指定した大学、または学校において３年
以上看護師になるために必要な学科を修めた者（見込みの者
を含む）

看護師。主に病院で看護師として就業。その他に訪問看護ス
テーション、社会福祉施設、保健所、看護学校（教員）などで活
用される。


